
入院基本料に関する事項 

 

当院は厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。 

 

【地域包括医療病棟 3 南病棟 ４８床】 

 

 地域包括医療病棟入院料を算定している病棟です。 

 1 日に 13 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

 午前 8 時半から午後 5 時半まで看護職員一人当たりの受け待ち数は 6 人以内です。 

 午後 5 時から午前 9 時まで看護職員一人当たりの受け持ち数は 16 人以内です。 

 

【一般病棟 3 北病棟 ４７床】 

 

 急性期一般入院料 6 を算定している病棟です。 

 1 日に 13 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

 午前 8 時半から午後 5 時半まで看護職員一人当たりの受け待ち数は 6 人以内です。 

 午後 5 時から午前 9 時まで看護職員一人当たりの受け持ち数は 16 人以内です。 

 

【回復期リハビリテーション病棟 4 南病棟 病床数３２床】 

 

 回復期リハビリテーション入院料 3 を算定している病棟です。 

 1 日に 7 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

 午前 8 時半から午後 5 時半まで看護職員一人当たりの受け待ち数は 8 人以内です。 

 午後 5 時から午前 9 時まで看護職員一人当たりの受け持ち数は 16 人以内です。 

 

【地域包括ケア病棟 4 北病棟 病床数３６床】  

 

 地域包括ケア病棟入院料 1 を算定している病棟です。 

 1 日に 9 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

 午前 8 時半から午後 5 時半まで看護職員一人当たりの受け待ち数は 12 人以内です。 

 午後 5 時から午前 9 時まで看護職員一人当たりの受け持ち数は 18 人以内です。 
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